
給水装置工事申請書等の様式変更に伴って，給水装置工事施行基準のⅠの「4. 給水装置工事の申請」「5. 竣工検査」を改正
します。

改正部分の概要は，以下の２点です。

・申請時の添付書類のうち，「水道メーター設置確認書」・「受水槽以下装置施行基準に関する承諾書」を廃止する

→ 申請書に「給水装置工事については芦屋市の給水装置工事施行基準に基づき，施工致します」の一文を追加し，申請
手続きの簡素化をするもの。

・竣工検査において，竣工図面を事前に提出する

→ 事前に竣工図面をチェックし，現場での検査時間の短縮を目的とするもの。

 改正部分の詳細については以下を参照ください。

次の表中下線部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）について

は，次のとおりとする。

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。
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